
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 青陽須磨支援学校スクールバス運行管理業務 

 契 約 業 者 名 神鉄バス株式会社 

 随意契約の理由 

 
    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に該当 
     

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 令和５年４月３日からの業務実施が必要であり、契約が締結されない場合、児童生徒が

登校できないなど、市民生活に多大な影響が出る。そのため、本業務の実施に必要不可欠

なノウハウを有し、確実に履行が可能な上記会社に随意契約を行う。 

担当部署 

（問合せ先） 

教育委員会事務局学校教育部特別支援教育課 

（電話番号 078-984-0734） 

 


